
除染特別地域・汚染状況重点調査地域で作業を行う場合のフロー

特定汚染土壌等
取扱業務に該当

「除染等業務に従事
する労働者の放射線
障害防止のためのガ
イドライン」を遵守し、

作業を実施。

特定線量下業務
に該当

「特定線量下業務に
従事する労働者の放
射線障害防止のため
のガイドライン」を遵
守し、作業を実施。

汚染土壌等に含まれるセシウムの放
射能濃度を測定し、その値が１万Bq/kg
を超えるか。（簡易測定が可能）
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義務等として対策を講ずる必要はないが、被ばく
や汚染拡大をさらに軽減する観点から、自主的に
以下の対応をとることが考えられる。

長袖、手袋、不織布マスク等を着用する。なお、熱
中症予防のため、水分・塩分をこまめに摂取する。

休憩、飲食については作業場所の風上に移動し、
手袋等を脱いだ上で行う。

手洗い、うがいを行う。履物に着いた泥を洗い流す。

今後、2.5μSv/hを超える作業場
所において、除染や特定汚染土
壌等取扱業務等に作業員を従
事させる予定があるか。

義務等とし
て 対 策 を
講 ず る 必
要はない。

左欄の対策に加え、自
主的に線量管理を行う
ことが考えられる。

なお、線量管理の手法
については、個人線量
計による測定のほか、
簡易なもの（空間線量
からの評価や代表者に
よる測定）が可能。

行う作業は以下のものに該当するか。

①苗木生産作業

②植栽作業

③保育作業（補植に限る）

④林道開設

⑤災害復旧作業

文科省航空機モニタリングの最新の
データ等に照合し、作業場所の空間線
量率が明らかに2.5μSv/h以下であるか。

作業場所の空間線量率を測定し、
その値が2.5μSv/hを超えるか。

作業場所の空間線量率を測定し、その
値が2.5μSv/hを超えるか。
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汚染土壌等に含まれるセシウ
ムの放射能濃度を測定し、そ
の値が１万Bq/kgを超えるか。

（簡易測定又は空間線量率か
らの推計が可能）
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